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「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、購入業

者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」の相談が増えています。特に 60 歳以上の高齢者の割

合が全体の 8 割近くを占めており、高齢者やその周囲の人に注意してほしいトラブルです。 

訪問購入については、[特定商取引法]でルールが定められていますが、ルールを守らない購入業

者がいて、トラブルになっています。 

 

相談事例を見ると･･ 

【事例１】 

皿だけのはずが、売る 

つもりのない貴金属ま 

で強引に買い取られて 

しまった。 

【事例２】 

困っている人の役に立つと 

いわれ訪問を承諾したが、 

とにかく家に上がろうとする。 

【事例３】 

断ってもしつこく勧誘され、長

く話し込んで個人情報を話し

てしまった。 

【事例５】 

クーリング・オフ後、返品

してもらったが、指輪が２

つ足りない。 

【事例４】 

断ってもしつこく居座ら

れ、二束三文で貴金属を

買い取られてしまった。 

相談事例を見ると・・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

    

◇ 「なんでもいいから不用品はないか」「被災地支援に協力して 

ほしい」など、あの手この手で心理的ハードルを下げて、 

来訪の承認を得ようとする手口が見られます。 

◇ 売るつもりがなかった物品も、強引に買い取られる事例が目立 

ちます。 

 

 

 

装着されていなかったので、ガス 

が漏れてコンロから発火。 

○カセットコンロの五徳を裏返し 

したまま使用。カセットコンロがフライパンに接触状態で加熱され、ボン

ベが爆発。 

○電気こたつに座布団や座椅子を 

押し込んでしまい、火災が発生。 

 

 

・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。 

・突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。 

・貴金属など、売る予定がなかった物品の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。 

・一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。 

・購入業者から交付された書面※１で取引内容を確認しましょう。もし、書面を渡されな

い場合は、交付を求めましょう。 

・訪問購入では、クーリング・オフ※２が認められています。加えて、期間内は購入業者

に物品の引き渡しを拒むことができます。 
    

高齢者の消費者トラブルを防ぐために 

身近な高齢者がいつもと違う様子だったり、トラブルにあっているのではないかと気づいた場

合は、できるだけ早く消費者センターにご相談ください。 

    

 

 

 

 

＜出典・参考＞国民生活センター くらしの豆知識  イラスト：消費者庁

HP 

 

ここが問題！ 

トラブルに遭わないためのポイント！ 

※１ 特定商取引法では、購入事業者は消費者から売買契約の申し込みを受けた段階で、物品の種類

や特徴、購入価格等を明らかにした書面を交付することが定められています。 

※２ クーリング・オフ期間は、書面を受け取った日を含めて８日以内に書面で申し出ることによって、受

け取っていた買い取り代金を事業者に戻し、品物を返してもらうことができます。どんな場合でもでき

るわけではないので、詳しくは消費者センターにご相談ください。 

 

 

 


